
 

交野市移動販売導入支援事業にかかる事業者募集要領 

 

 交野市では、京阪交野線交野市駅前の商業機能の低下による賑わいの喪失を防ぐため、交

野市が所有する土地にて、移動販売を提供する事業者・団体を市が支援することで、地域

のにぎわいづくり、地域の買い物の支援に資することを目的とし、事業者を募集します。 

 

１．事業概要 

実施場所 交野市私部西１丁目１３６３―３の一部 （下記参考図参照） 

実施期間 令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月） 

出店形態 移動販売車（軽自動車）に限る 

出店台数 最大２台まで 

出店位置 ①縦４ｍ、横５ｍ以内 ②縦４ｍ、横４ｍ以内 （下記参考図参照） 

販売品目 生鮮食品を含む食料品、その他 

 

参考図 

実施場所 出店位置 

  

 

 

 

使用部分 

駐車スペース② 

駐車スペース① 



２．事業対象者の要件 

店舗・事業所等を有する法人または個人とし、以下の要件を全て満たす事業者とします。 

①市が指定する場所において、食料品等を1週間に1回以上、もしくは食料品以外の品目を

1カ月に1回以上移動販売を実施する者又は実施予定の者。 

②活動拠点が交野市内外に関わらず、サービス提供を行っている実績がある者。 

③「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23 年法律第122号）第２条

第5号」に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者。 

④特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務内容が公序良俗に反する営業を行っていない

者。 

⑤暴力団による不当な行為の防止に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2行に掲げ

る暴力団又はその構成員の利益になる活動を行っていない者。 

 

３．申込方法 

【申込期間】 

 【期間】令和７年２月２８日（金）まで 

【時間】午前９時から午後５時３０分まで 

(注意事項) ※土日祝日を除きます。 

【申込場所及び方法】 

 【提出場所】大阪府交野市私部１丁目１番１号  

交野市役所 本庁２階 交野市 総務部 地域振興課 

【提出方法】窓口へ直接持参、もしくは郵送 

(注意事項) 
※郵送については、当日消印有効です。 

※申込みに係る費用については、申込者の負担とします。 

【申込必要書類】 

共通 
・交野市移動販売導入支援事業申請書 

・事業概要がわかる資料（パンフレット等） 

法人 ・履歴事項全部証明書（写） 

個人 ・開業届出（写） 

食料品等 
・大阪府営業許可書等（写） 

・PL保険加入証明書、食品衛生責任者資格等（写） 

 

 

 



４．登録事業者の決定等  

・提出された書類を基に審査された結果を市から通知します。 

・登録が適当と認められる場合は、市から申込者へ交野市移動販売導入支援事業決定通知

証（様式第２号）を交付します。 

 

５．留意事項 

 申請にあたっては交野市移動販売導入支援事業実施要綱の内容を十分にご確認の上、お

申し込みください。 

・市の決定を受けた後、事業申請を取り下げようとするとき場合は、交野市地域振興課へ

速やかにご連絡の上、交野市移動販売導入支援事業申請取下書を提出してください。ま

た、認定した事項に虚偽の記載があったときや認定事業者としてふさわしくない事由が

ある場合、認定を取り消します。 

・申請内容に不備があり、市が期日を定めて補正を求めたときは、期日までに補正を行う

必要があります。申請内容の補正が指定期日までに行われなかったときは、当該申請は

取下げされたものとみなします。 

・当該事業の円滑な運営に、ご協力をお願いいたします 

 

６．問い合わせ先 

〒576-8501交野市私部１丁目１番１号 

交野市総務部地域振興課 

電話：072-892-0121（内線259） 

メールアドレス：sinkou@city.katano.osaka.jp 
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